
全国障害者スポーツ大会埼玉県選手団派遣事業 

業務委託仕様書 
 

１ 委託事業名 

 全国障害者スポーツ大会埼玉県選手団派遣事業等業務委託 

 

２ 業務の目的 

 全国障害者スポーツ大会への選手派遣に係る業務を円滑かつ安全に実施するこ

とにより、スポーツを通じて障害者の体力維持、増強を図るとともに、障害者の社

会参加促進に役立てることを目的とする。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日 

 

４ 委託料の上限額 

  ６３，６４７，０００円以内（税込み） 

 

５ 業務の概要 

（１）個人競技／団体競技共通 

ア 埼玉県代表選手選考委員会の開催、運営等に関すること 

イ 埼玉県選手団への説明等に関すること 

ウ 埼玉県選手団強化練習会の実施、運営等に関すること 

エ 埼玉県選手団の結団式及び解団式に関すること 

オ 全国障害者スポーツ大会埼玉県選手団の派遣に関すること 

カ 全国障害者スポーツ大会埼玉県選手団派遣に係る連絡調整に関すること 

※関東ブロック大会を勝ち抜き、団体競技の全国障害者スポーツ大会出場が

決定した場合は、団体競技に係る選手選考、派遣等に係る業務を追加し、変更

契約を行うものとする。 

（２）団体競技のみ 

ア 全国障害者スポーツ大会団体競技関東ブロック地区予選会（以下「関東ブ

ロック大会」という。）への派遣に関すること 

イ 全国障害者スポーツ大会バレーボール競技（知的・精神）関東ブロック地

区予選会（以下「関東ブロック大会（バレーボール）」という。）の開催に関

すること 

 

６ 業務内容 

 （１）個人競技／団体競技共通 

ア 代表選手選考委員会 

第１回（個人競技・団体競技）：さいたま市、４月下旬 

第２回（個人競技・必要に応じ団体競技）：さいたま市、６月上旬 

第３回（個人競技・団体競技）：さいたま市、１月中旬 

・必要に応じて規定の見直しを行うこと 

イ 選手団（埼玉県代表選手・役員）説明会 

役員説明会：さいたま市、７月１１日（土） 



第１回選手団説明会：さいたま市、７月１１日（土） 

第２回選手団説明会：さいたま市、１０月１０日（土） 

ウ 強化練習会 

 a 個人競技 

第１日：上尾市ほか、７月２６日（日）ほか 

第２日（合宿）：上尾市ほか、８月２２日（土）ほか 

第３日（合宿）：上尾市ほか、８月２３日（日）ほか 

第４日：上尾市ほか、１０月４日（日）ほか 

 b 団体競技 

各４日：場所未定、１１月～３月 

エ 結団式及び解団式 

 a 結団式 

開催時期 ９月１６日（水） 

会場 埼玉会館 大ホール 

 b 解団式 

開催時期 １１月２０日（金） 

会場 埼玉会館 大ホール 

オ 全国障害者スポーツ大会への埼玉県選手団の派遣 

派遣時期 １０月２１日（水）～１０月２７日（火） 

会場 青森県青森市ほか 

カ その他 

・スポーツハラスメント相談窓口の設置、周知 

・役員に対して、スポーツインティグリティ・スポーツハラスメント等の研

修会を実施すること 

（２）団体競技のみ 

ア 関東ブロック大会への代表チーム派遣に関すること 

  実施時期 ４月～６月 

  対象競技 バスケットボール（知的）、車いすバスケットボール、ソフト

ボール（知的）、グランドソフトボール、バレーボール（知的、

聴覚、精神）、サッカー（知的）、フットソフトボール（知的） 
   イ 関東ブロック大会（バレーボール）の開催 
      実施時期 ５月２４日（日）知的障害の部 
           ６月１４日（日）精神障害の部 

      会場 リプロ武道館（埼玉県立武道館） 

 

７ 情報共有 

事業の進捗状況の報告及び実施上の課題等について、県との情報共有の場を定期

で設けること。 

 

８ その他の業務 

（１）事業の企画及び運営計画に関すること 

（２）関係機関（手話通訳者を含む）への派遣依頼及び打ち合わせに関すること 
（３）大会会場等及び設備等の借り上げ（次年度事業の予約等を含む）に関する

こと 
（４）各競技団体、関係団体等との連絡調整に関すること 



（５）埼玉県選手団派遣の関連業務に関すること（選手の旅行に関する業務、ユ

ニフォーム作成等を含む） 

（６）説明会、強化練習、派遣業務等の準備及び派遣時における引率等、業務全

般の進行管理に関すること 

（７）説明会等の会場設営並びに来賓招待及び役員等の接遇に関すること 

（８）事業の準備業務に関すること（各種契約・支払業務を含む） 

（９）事業実施に係る会議の開催に関すること 

（10）強化練習会及び派遣の際の各種ハラスメント対応に関すること 

（11）強化練習会及び派遣の際の安全管理・救護等に関すること 

（12）大会記録（写真等を含む）等に関すること 

（13）関係団体等への役員派遣依頼に関すること 

（14）事業実施に係る前日準備及び当日の業務進行全般に関すること 

（15）事業実施に係る会議の開催に関すること 

（16）大会の救護体制に関すること 
（17）次年度業務に関する企画、調整に関すること 

（18）大会の運営における感染症対策に関すること 

（19）事業の情報発信に関すること（福祉関係団体への積極的な情報提供） 

（20）その他事業進行全般に関すること 

 

９ 実績報告 

  事業完了時に実施報告書を提出し、完了検査を受けること。合格と認められない

ときは、委託者の指定する期日までに補正を行うこと。その場合の費用については、

受託者の負担とする。 

 

10 成果物に関する権利の帰属 

（１）本業務において、著作権、肖像権や個人情報等の取扱いには十分注意すること。 

（２）本業務の履行に伴い発生する成果物等に対する著作権等は原則として全て県に

帰属する。 

（３）本業務に使用する映像、イラスト、写真等について第三者が権利を有するもの

を使用する場合、第三者との間で発生する著作権その他知的財産権に関する手続

きや使用料等の負担と責任は全て受託者が負うこととする。 

 

11 委託業務実施にあたっての留意事項 

（１）本仕様書に記載のない事項については、双方協議により決めるものとする。 

（２）契約書及び仕様書に明示されていない事項であっても、業務の履行上当然必要

な事項については、受託者が責任を持って対応すること。また、業務の遂行にか

かる一切の経費を委託料に含めることとする。 

（３）本仕様書に記載する各大会等の実施時期及び会場は現段階の予定であり、天災

その他やむを得ない事情により会場の利用ができなくなった場合については、代

替する会場の確保等、競技の実施・運営に向けた最善の措置を講ずること。 

（４）本業務の目的達成のために、必要と思われる企画、効果的と思われる企画があ

れば、予算の範囲内で業務内容とすること。 

（５）受託者は、本委託業務の実施に当たり、関係法令、条例及び規則等を十分に順

守すること。 

（６）委託業務を通じて取得した個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じ



るものとする。受託者が取り扱う個人情報については、県が保有する個人情報と

して個人情報の保護に関する法律の適用を受けるものとする。 

（７）受託者は、委託業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により県に損

害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

（８）受託者は、委託業務の履行に当たり、受託者の行為が原因で利用者その他の第

三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。 


